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　連絡先
泉南地域の
石綿被害と
市民の会

Tel.072-483-4981
Fax.072-484-0641

十
月
六
日　

ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟

ぜひ、お読みください。　１０５０円（税込み)

早
期
解
決
一
万
人
団
体
署
名
に
ご
協
力
を

大
阪
高
裁
へ
早
期
の
解
決
勧
告
を
要
請
し
、
国

に
対
し
て
は
早
期
の
解
決
を
求
め
る
二
つ
の
団

体
署
名
で
す
。

署
名
用
紙
は

http://www.asbestos-osaka.sakura.ne.jp/kataseru/

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

　

十
月
六
日
の
二
陣
訴
訟
の

第
三
回
口
頭
弁
論
は
、
大
法

廷
い
っ
ぱ
い
約
百
二
十
人
の

傍
聴
者
が
詰
め
か
け
、
熱
気

溢
れ
た
裁
判
で
し
た
。

　

若
手
弁
護
士
を
中
心
に
泉

南
被
害
の
歴
史
や
内
容
、
一
陣

訴
訟
判
決
の
問
題
点
な
ど
を

網
羅
し
て
、
ビ
デ
オ
や
ス
ラ
イ

ド
を
使
い
、
視
覚
的
に
も
わ
か

り
や
す
く
説
明
し
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
村
松
弁
護
士
か
ら
、

全
面
解
決
は
急
務
で
あ
り
、
一

陣
訴
訟
の
繰
り
返
し
は
許
さ
れ

な
い
こ
と
、
原
告
側
は
た
だ
ち

に
被
害
証
言
を
は
じ
め
た
い
と

す
る
、
「
審
理
に
対
す
る
意
見

陳
述
」
を
行
い
ま
し
た
。

　

裁
判
官
が
非
常
に
熱
心
に
聞

き
入
り
、
資
料
に
も
目
を
と
お

す
姿
が
印
象
的
で
し
た
。

　

泉
南
ア
ス
ベ
ス
ト
国
賠
訴
訟

「
早
期
全
面
解
決
」
へ
の
運
動

が
大
き
く
広
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

地
裁
判
決
前
に
大
阪
府
内
44

議
会
中
24
議
会
で
「
解
決
要
望

決
議
」
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
控

訴
審
を
前
に
地
元
泉
南
市･

阪
南

市
を
は
じ
め
一
〇
議
会
で
決
議
が

採
択
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
泉
南

市･

阪
南
市
の
両
市
議
会
全
会
派

か
ら
、
団
体
署
名

が
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

十
月
五
日
、
な
く
せ
じ
ん
肺
全

国
キ
ャ
ラ
バ
ン
行
動
で
泉
南
市･

阪
南
市
に
原
告
八
名
と
市
民
の
会

代
表
が
訪
問
。
市
長･

市
議
会
議

長
は
じ
め
多
く
の
議
員
の
支
持･

激
励
を
受
け
ま
し
た
。



10.6 9.12

泉
南
集
会
に
先
駆
け
て
原
告
団

総
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

新聞 ･テレビなどメディアの取材にも積極的に対応高裁前での宣伝、市民 ･職員に訴えます

　

九
月
十
二
日
、
泉
南
市
樽
井

公
民
館
で
「
泉
南
ア
ス
ベ
ス
ト

早
期
解
決
を
求
め
る
泉
南
集

会
」
が
開
催
さ
れ
、
泉
南
市
長
、
阪

南
市
長
（
代
理
）
、
泉
南
市
議
会
副
議

長
、
阪
南
市
議
会
議
長
（
メ
ッ
セ
ー

ジ
）
、
超
党
派
の
市
会
議
員
七
名
を
は

じ
め
百
二
十
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

集
会
で
は
、
十
一
月
十
七
日
の
控

訴
審
第
一
回
裁
判
に
、
裁
判
所
が
解

決
勧
告
を
出
す
こ
と
、
国
は
そ
れ
に

応
じ
て
早
期
解
決
の
決
断
を
す
る
よ

う
働
き
か
け
る
方
針
が
提
起
さ
れ
、

確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

集
会
に
先
駆
け
て
原
告
団
総
会
が

開
催
さ
れ
「
一
日
も
早
い
解
決
を
求

め
る
決
議
」
（
原
告
ら
の
病
気
の
重
篤

化
と
高
齢
化
は
早
期
解
決
を
求
め
て

い
る
な
ど
）
を
全
員
一
致
採
択
し
ま

し
た
。

　

十
月
六
日
、
大
阪
地
裁
で
開
か
れ
た

二
陣
第
三
回
裁
判
の
後
、
「
泉
南
ア
ス

ベ
ス
ト
早
期
解
決
を
求
め
る
大
阪
市
内

集
会
」
が
開
催
さ
れ
、

百
三
十
名
が
参
加
し

ま
し
た
。
集
会
は
「
第

21
回
な
く
せ
じ
ん
肺

全
国
キ
ャ
ラ
バ
ン
」

の
一
環
と
し
て
取
組

ま
れ
、
関
西
各
地
の

ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
者

団
体
、
水
俣
病
、
Ｂ

型
肝
炎
、
イ
レ
ッ
サ

薬
害
訴
訟
の
原
告
団

な
ど
14
団
体
か
ら
連

帯
の
あ
い
さ
つ
が
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
民

主･

自
民･

公
明
・
共
産･

社
民
・
幸

福･

無
所
属
の
国
会
議
員
（
ま
た
は
代
理
）

が
出
席
さ
れ
ま
し
た
。

　

村
松
主
任
弁
護
士
は
「
国

に
直
接
的
責
任
が
あ
る
」

と
認
め
た
大
阪
地
裁
判
決

の
画
期
的
成
果
を
、
世
論

の
広
が
り
を
力
に
早
期
全

面
解
決
に
つ
な
げ
た
い
と

報
告
。
控
訴
審
で
の
政
治

解
決
を
求
め
る
と
と
も
に
、

一
万
団
体
署
名
を
積
み
上

げ
、
な
ん
と
し
て
も
早
期

解
決
を
め
ざ
し
た
い
と
決

意

を

述

べ

ま

し

た
。　

十
一
月
十
七
日
の
控
訴
審

第
一
回
裁
判
で
、
国
が
解

決
に
向
け
た
協
議
の
テ
ー
ブ
ル

に
つ
く
こ
と
を
表
明
す
る
よ
う

求
め
て
い
ま
す
。


